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はじめに 

2021 年度税制改正で、デジタルへの転換・構築に

よる変革に取り組む企業の後押しをするため「DX投

資促進税制」が創設されました。 

 

１.DX 投資促進税制とは？ 

DX 投資促進税制とは、産業競争力強化法の認定を

受けた情報技術事業適応に関する計画に基づき、

2021 年 8月 2日から 2023 年 3月 31 日に取得・製作

等したソフトウェア等を事業の用に供した場合に、

その取得価額の 30%の特別償却又は 3%若しくは 5%の

税額控除ができる制度です。 

 

２.対象設備 

 

３.認定要件 

 
（出典：経済産業省 令和 3年度経済産業関係 税制改正について） 

※認定要件は、D要件、X要件をすべて満たす必要が

あります。 

 

４.留意点 

 認定を受けた計画に従って実施した内容について

は、各事業者の事業年度終了後 3月以内に主務大臣に

対して事業実施状況報告を報告する必要があります。 

 

おわりに 

クラウド活用や企業間のデータ連携時には、DX投

資促進税制をご検討ください。（担当：中村） 
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（出典：令和３年度 法人税関係法令の改正の概要 国税庁パンフレット） 
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